
 

 

 

 

 

平成３０年 第６回 蕨市教育委員会（定例会） 会議録 
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招 集 期 日 平成３０年４月２７日（金） 

場 所 蕨市役所 ４階 第一委員会室 

開閉の時間 午後２時から午後２時２０分まで 

議 長 松 本 隆 男 教育長 

出 席 委 員 １番 加 藤 正 明 委員 ２番 飯 野 朗 子 委員 ３番 萩 原 敏 行 委員 

 ４番 小 島 奈津子 委員   

議事参与者 
教育部長 

        渡 部 幸 代 

教育部次長・学校教育課長 

        杉 田 勝 弘 

教育総務課長 

        田 中 昌 継 

 
生涯学習スポーツ課長 

        松 永 祐 希 

中央公民館長 

加 納 克 彦 

東公民館長 

岡 部 次 男 

 
南公民館長 

        坂 本   旻 

図書館長 

        小 栗 信 二 

歴史民俗資料館長 

        佐 藤 直 哉 

 
学校給食センター所長 

        越   正 男 

生涯学習スポーツ課長補佐 

        野 田 智 之 

西公民館長 

        星 野 尚 子 

 
北町公民館長 

        鈴 木 啓 文 

下蕨公民館長 

        大 山 麻美子 

学校教育課学務係長 

        近 藤 大 志 

 
旭町公民館長（指定管理者） 

        井 田   誠 
  

    

書  記 教育総務課庶務係長 渡 邊 浩 介 
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 会 議 事 件 名 議               事 

 

 

 開会宣言された後、前回の会議録の承認が行われ、直ちに報告に入る。 

 

 

議 

 

 

 

報告１ 

平成２９年度蕨市立小・中学校卒業

証書授与式報告及び平成３０年度蕨

市立小・中学校入学式報告について 

 

 平成 29 年度の小・中学校卒業証書授与式における卒業生は小学校 480名、中学校 459

名であり、平成 30 年度の小･中学校入学式における入学者は小学校 519名、中学校 436

名であったとの報告が、学校教育課長からなされた。 

 

事 

 

 

 

進 

 

 

報告２ 

平成３０年度在籍児童・生徒数及び

学級数・教職員数について 

 平成 30 年度の在籍児童・生徒数及び学級数・教職員数について、小学校の児童数は、

通常学級 2,993名、特別支援学級 34名で、前年比 52 名増、1学級増、教職員数は 4 名

増である。中学校の生徒数は、通常学級 1,302 名、特別支援学級 23 名で、前年比 9 名

減、学級数 2増、教職員数は 6名増である。なお、西小学校 5 学年、北小学校 6学年、

中央東小学校 3・4・5 学年は、蕨市独自の 35 人程度学級編制を実施したとの報告が、

学校教育課学務係長からなされた。 

 

 

行 

 

 

 

報告３ 

平成３０年度蕨市教育委員会･南部教

育事務所教育支援担当･学力向上推進

担当学校訪問年間計画表について 

 

 平成 30 年度蕨市教育委員会・南部教育事務所教育支援担当・学力向上推進担当学校

訪問年間計画表について、日程の報告が学校教育課学務係長からなされた。 

 

 

状 

 

 

 

況 

 

報告４ 

平成２９年度放課後子ども教室推進

事業実施結果について 

 平成 29 年度放課後子ども教室事業実施状況について、各学校の参加児童数の合計は

873 名で参加率 29.6％と、前年度と比較すると 35 名減で、昨年 4 月から今年 3 月まで

で延べ 229回開催した。事業を支えたスタッフは、各小学校区のコーディネーター7 名、

安全管理員 84 名、学習アドバイザー38 名、登録されたボランティアスタッフ 69 名の

総勢 198 名の方々であったとの報告が、生涯学習スポーツ課長からなされた。 

 

 

 

 

報告５ 

平成２９年度わらび学校土曜塾推進

事業実施結果について 

 わらび学校土曜塾実施状況について、全小学校区での実施が 4 年度目となる平成 29

年度は、参加児童数 184 名で前年度比 12 名の増、実施回数は 154 回となった。事業を

支えたスタッフは、各小学校区の塾長 7 名、学習アドバイザー74名、安全管理員 29 名

の計 110 名であったとの報告が、生涯学習スポーツ課長からなされた。 
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議 

 

 

報告６ 

平成２９年度蕨市生涯学習活動推進

事業について 

 生涯学習活動推進事業は、生涯学習の振興を図り、公民館活動の拡大や交流を目指す

ことを目的に、隔年で行っている。平成 29 年度は、「『国際交流・蕨で共に生きる』～

文化の違いを乗り越えるには～」をテーマに、3月 24 日(土)に中央公民館で開催した。

当日は、講演会、蕨市在住の外国人の方の日本での経験談、中国楽器・二胡の演奏会、

模擬店、スタンプラリーなどを行い、延べ 1,747 名が来場したとの報告が、西公民館長

からなされた。 

 

 

事 

 

 

 

報告７ 

平成３０年度リサイクル本フェアに

ついて 

リサイクル本フェアについては、4 月 14日(土）と 15日(日）の 2日間、図書館正面

玄関前で午前 9 時 30 分から午後 4 時まで実施した。蔵書点検で除籍処理を行い、不用

となった本と雑誌として提供した 9,162件のうち 7,966件が活用され、活用率は 86.9％

であったとの報告が、図書館長からなされた。 

 

進 

 

  以上報告の後、直ちに議事に入る。 

 

 

 

行 

 

 

議案第１１号 

蕨市障害児就学支援委員会委員の委

嘱及び任命について 

 蕨市障害児就学支援委員会委員の委嘱及び任命については、平成 30 年 4 月 1 日付け

人事異動等によって 10 名の委員が退任したことに伴い、委員の変更を行うものである。

任期は前任者の残任期間である 30年 6月 30日までとなると、学校教育課長から説明が

なされ、原案どおり異議なく可決された。 

 

 

状 

 

 

議案第１２号 

蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について 

 蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱については、平成 30年 3月 31 日付けで 2

名の委員が退任したことに伴い、委員の委嘱替えを行うものであると、学校教育課長か

ら説明がなされ、原案どおり異議なく可決された。 

 

 

況 

 

 

 

 

 

議案第１３号 

蕨市社会教育委員の委嘱について 

 蕨市社会教育委員の委嘱については、平成 30年 4月 1日付けの人事異動に伴い、小・

中学校校長会選出の委員を変更するもので、前任の東小学校長が 3 月 31 日で退任とな

り、塚越小学校長に委嘱するものである。任期は前任者の残任期間である 30 年 6 月 14

日までとなると、生涯学習スポーツ課長から説明がなされ、原案どおり異議なく可決さ

れた。 
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議 

 

議案第１４号 

蕨市放課後子ども教室運営委員会委

員の委嘱について 

 蕨市放課後子ども教室運営委員会委員の委嘱については、平成 30 年 4 月 1 日付けの

人事異動に伴い、小・中学校校長会選出の委員を変更するもので、前任の北小学校長が

3 月 31 日で退任となり、後任の同校校長に委嘱するものである。任期は前任者の残任

期間である 31年 3月 31日までとなると、生涯学習スポーツ課長から説明がなされ、原

案どおり異議なく可決された。 

 

 

 

事 

 

 

 

議案第１５号 

蕨市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて 

 蕨市公民館運営審議会委員の委嘱については、学校関係者の平成 30 年 4 月 1 日付け

の人事異動等に伴い、委員を変更するもので、前任の西小学校長が 3 月 31 日で退任と

なり、中央東小学校長の委嘱をお願いするものである。任期は前任者の残任期間の平成

30年 6月 14 日までとなると、中央公民館長から説明がなされ、原案どおり異議なく可

決された。 

 

進 

 

 

 

行 

議案第１６号 

蕨市地区生涯学習連絡会委員の委嘱

及び任命について 

 蕨市地区生涯学習連絡会委員の委嘱及び任命については、平成 30 年 4 月 1 日付けの

人事異動等に伴い、全 7 地区において、委員を変更するものである。任期は前任者の残

任期間の平成 30 年 6月 14 日までとなると、中央公民館長から説明がなされ、原案どお

り異議なく可決された。 

 

 

 

 

状 

 

 

 

況 

 

 

 

 

 

議案第１７号 

蕨市立学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について 

 蕨市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱については、市内小・中学校教職員の

平成 30 年 4 月 1 日付けの人事異動に伴い、校長会選出の委員を変更するもので、前任

の東小学校長と第二中学校長が 3 月 31 日で退任となり、塚越小学校長と東中学校長の

委嘱をお願いするものである。任期は前任者の残任期間の平成 31 年 7 月 1 日までとな

ると、学校給食センター所長から説明がなされ、原案どおり異議なく可決された。 

 

  


